（別　添）

平成24年度中･高校生トップレベル強化事業実施要領

１　目　　的

　　本県ジュニア選手のトップレベルにある中学生及び高校生のチーム又は選手の強化事業に取り組むことにより、平成29年の国体開催に向けて、競技力の向上を図るとともに、全国大会における成績を向上させ、もって本県スポーツの振興を図る。

２　事業実施主体

　　愛媛県中学校体育連盟（以下「中体連」という。）

　　愛媛県高等学校体育連盟（以下「高体連」という。）

３　事業実施の対象となる競技
（１）　中体連に専門部のある次の18競技とする。
	サッカー
	軟式野球
	ソフトテニス
	相撲
	陸上

	ハンドボール
	卓球
	体操
	新体操
	バレーボール

	バドミントン
	剣道
	水泳
	バスケットボール
	ソフトボール

	柔道
	ラグビーフットボール
	テニス
	


（２）　高体連に専門部のある次の29競技とする。
	陸上
	水泳
	新体操
	バスケットボール
	ソフトテニス

	ソフトボール
	柔道
	弓道
	ボクシング
	登山

	ボート
	ウェイトリフティング
	なぎなた
	自転車
	ホッケー

	空手道
	レスリング
	剣道
	バドミントン
	体操

	バレーボール
	卓球
	テニス
	ハンドボール
	サッカー


	ラグビーフットボール
	相撲
	少林寺拳法
	フェンシング
	


４　事業実施の対象となるチーム・選手等
　（１）　基本事業、プロジェクト事業
　　　ア　原則として、平成21年度以降の中体連主催の県大会において優秀な実績を収めたチーム又は選手のうちから中体連が選定するものとする。

　　　イ　原則として、平成21年度以降の高体連主催の県大会において優秀な実績を収めたチーム又は選手のうちから高体連が選定するものとする。

　（２）　指導者資質向上事業
　　　　ア　中体連に加盟する学校の指導者を対象とする。

　　　　イ　高体連に加盟する学校の指導者を対象とする。

　　　　ウ　指導者資質向上の研修会の講師は中体連又は高体連が選定した指導者とする。
５　事業の実施内容

（１）　基本事業

　 強化合宿、県外遠征、強化練習（日帰り）、チーム又はコーチ招待を事業実施の対象とする。

（２）プロジェクト事業

ア　県外遠征は、過去５年間の全国大会でベスト８以上の成績を収めた県外のチーム、選手又はコーチのうちから、中体連又は高体連が選定し、事業を実施する。
イ　優秀チーム、コーチ招待は、過去５年間の全国大会でベスト８以上の成績を収めたチーム、選手又はコーチのうちから中体連又は高体連が選定し、事業を実施する。

ウ　中･高校生合同練習は前年度の高体連主催の県大会でベスト８以上の成績を収めたチーム、選手又はコーチのうちから中体連が選定し、合同で強化合宿、強化練習、練習試合を実施する。
（３）指導者資質向上事業

ア　全体研修会

　　強化事業の事故防止や指導技術向上のために、中学校及び高校の指導者を対象に研修会を実施する。

イ　事務担当者連絡会

　　各専門部の円滑な事務処理のために担当者を対象に連絡会を実施する。

ウ　競技別研修会

　　競技別のより専門的な指導技術向上のための研修会を強化合宿又は強化練習（日帰り）と合わせて実施する。

６　補助対象事業の内容及びメニュー
	補助対象事業の種類
	実施内容
	備考

	
	メニュー
	
	

	基本事業
	強化合宿
	県内において選手強化の合宿を実施する。
	

	
	県外遠征
	中体連又は高体連が選定した県外のチーム（選手）又はコーチの所在地に県外遠征して、対外試合又は強化練習を実施する。
	

	
	強化練習

（日帰り）
	日帰りの選手強化を１競技当たり年間12回を上限として実施する。ただし、休業日において、通常使用している施設では実施できない練習を校外の施設を利用して実施するもの、複数校による合同練習若しくは練習試合を実施するもの又は外部指導者を招へいして練習を実施するものに限る。
	

	
	チーム、コーチ招待
	中体連又は高体連が選定した県外のチーム（選手）又はコーチを県内に招待して、練習試合を実施する。

なお、招待チーム（選手）との実戦練習の成果をより高めるために、上記の強化合宿又は強化練習を同時に実施できるものとする。
	

	プロジェクト事業
	県外遠征


	中体連又は高体連が選定した県外の強豪チーム（選手）又は優秀なコーチの所在地に県外遠征して、対外試合又は強化練習を実施する。
	

	
	中・高校生合同練習
	中体連が選定した県内の強豪チーム（選手）又は優秀なコーチの所属する高校において、強化合宿、強化練習、練習試合を実施する。
	中体連に限る。

	
	優秀チーム、コーチ招待
	中体連又は高体連が選定した県外の強豪チーム（選手）又は優秀なコーチを県内に招待して、練習試合を実施する。

なお、招待チーム（選手）との実戦練習の成果をより高めるために、基本事業の強化合宿又は強化練習を同時に実施できるものとする。
	

	中･高校指導者資質向上事業
	全体研修会
	強化事業を安全に実施するため、熱中症の理解と対策、応急処置、スポーツ傷害防止等の研修会を実施する。

競技力の向上の基礎となるトレーニング理論や方法等の指導技術向上の研修会を実施する。
	

	
	事務担当者

連絡会
	各専門部の事務担当者連絡会を実施する。
	

	
	競技別研修会
	競技別に指導者の指導技術向上のための研修会を強化合宿又は強化練習（日帰り）と合わせて実施する。
	


７　事業の実施方法

　（１）４により選定したチーム又は選手を単位として、６に掲げる事業のうちから当該チーム又は選手の強化に必要な事業のいずれか又は複数を選択して実施する。

　（２）その他

ア　事業の実施内容は、平成24年度中･高校生トップレベル強化事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるところにより計画書を提出するものとする。

イ　アの計画を変更するときは、交付要綱に定めるところにより変更する旨の書類を提出し、承認を受けなればならないものとするが、次に掲げる場合にあっては、書類の提出を要しない。

　(ｱ)　事業の実施場所、日程及び参加者数の変更のとき。

　(ｲ)　補助対象事業の種類ごとの事業実施回数の５割を超えない変更のとき。
　(ｳ)　補助対象事業の種類の区分ごとの事業費の２割を超えない変更のとき。

８　会計処理

　（１）会計処理の適正を期するため、必要な帳簿を整備すること。

　（２）帳簿、会計伝票及び証拠書類等は随時照合すること。

　

９　事業実施状況等の確認

　　事業の実施状況及び支出された経費の金額の確認は、中体連及び高体連の事務局において別表１、別表２に掲げる証拠書類及び様式第１～13号に準じた書類により行うものとする。
